
川崎区 

川崎区

地域の課題解決に向けた主要な取組

地域資源を活かしたまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○地域資源を活か
したまちづくり推
進事業 

●東海道かわさき宿交流
館を拠点とした歴史・文
化を活かしたまちづくり
の推進 

●民間企業や商店街の協
力による江戸風意匠の街
なみの推進 

●東海道をテーマとした
イベントの開催及び近隣
自治体との連携によるス
タンプラリーの開催 

●東海道かわさき宿交流
館を拠点とした歴史・文
化を活かしたまちづくり
の推進 

●民間企業や商店街の協
力による江戸風意匠の街
なみの推進 

●「東海道川崎宿 2023
まつり」、「歩こう東海道
川崎宿スタンプラリー」
の効果的な開催方法の検
討及び実施による賑わい
の創出 

事業推進 

○かわさき産業ミ
ュージアム推進事
業 

●かわさき産業ミュージ
アム講座、バスツアーの
実施（H27.11 実施） 

●「かわさき産業ミュー
ジアムガイドブック」の
改訂 

●かわさき産業ミュージ
アム講座、バスツアーの
効果的・効率的な開催方
法の検討及び実施
（H28.11 実施予定） 

●「かわさき産業ミュー
ジアムガイドブック」を
活用した近代化遺産・産
業文化財のＰＲの推進 

●かわさき産業ミュージ
アム講座、バスツアーの
効果的・効率的な展開 

事業推進 

○川崎区企業市民
交流事業 

●川崎区企業市民交流事
業推進委員会の運営 

●「川崎臨海部の夢発
見！バスツアー」の実施 
（H27.8 実施） 

●「かわさき区の宝物」
のＰＲの推進及び「かわ
さき区の宝物ガイドマッ
プ」の改訂 

●区内中学校出前授業等
による企業の社会貢献活
動の推進 

●川崎区企業市民交流事
業推進委員会の運営 

●「川崎臨海部の夢発
見！バスツアー」の実施
(H28.8 実施予定) 

●「かわさき区の宝物」
の活用及びＰＲの推進 

●区内中学校出前授業等
による企業の社会貢献活
動の推進 

事業推進 

○地域・生涯スポー
ツ振興事業 

●富士通スタジアムを活
用したアメフット体験イ
ベントの実施 

（H27.11 実施） 

●パワフルかわさき区民
綱引き大会の実施
（H27.11 実施） 

●富士通スタジアムを活
用したアメフット体験イ
ベントの実施 

（H28.11 実施予定） 

●パワフルかわさき区民
綱引き大会の実施
（H28.11 実施予定） 

●スポーツ・文化総合セ
ンター開館記念イベント
の開催 

事業推進 

「東海道かわさき宿交
流館」を拠点に、市民
協働組織等との連携
により、東海道川崎宿
の歴史・文化資源を活
かした事業を実施し、
魅力あるまちづくりを
推進します。 

川崎区内に散在する
近代化遺産・産業文
化財を重要な地域資
源と位置づけ、活用を
図ります。 

企業の地域社会貢献
活動の機運を高め、
生活市民と企業市民
の交流の場づくりや協
働による魅力あるまち
づくりを進めます。 

区民、企業の参加によ
るイベント等を開催し、
スポーツを通じた地域
の活性化を図ります。 



川崎区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

「音楽のまち・かわ
さき」推進事業 

●かわさき区ビオラコン
サートの開催 

（定例コンサート、商業
施設コンサート及び出張
コンサート） 

●かわさき区ビオラコン
サートの開催 

（定例コンサート、商業
施設コンサート及び出張
コンサート） 

事業推進 

広報・広聴事業 ●メルマガ「インターコ
ムかわさきく」の配信に
よる外国人市民向けの情
報発信 

●生活情報誌等を活用し
た広報の実施 

●区民アンケートの実施
（H27 実施） 

●メルマガ「インターコ
ムかわさきく」の配信に
よる外国人市民向けの情
報発信 

●生活情報誌等を活用し
た広報の実施 

●区民アンケートの実施 

事業推進 

まちづくり推進事
業 

●まちづくりクラブへの
支援等による区民の自発
的なまちづくり活動の推
進 

●まちづくりクラブへの
支援等による区民の自発
的なまちづくり活動の推
進 

事業推進 

市民活動支援事業 ●市民活動コーナーの環
境整備 

●市民活動コーナー利用
者会議の運営等を通じた
市民活動団体への支援 

●市民活動団体向け研修
会の実施（H28.2 実施） 

●市民活動コーナーの環
境整備 

●市民活動コーナー利用
者会議の運営等を通じた
市民活動団体への支援 

●市民活動団体向け研修
会の実施 
（H29.2 開催予定） 

事業推進 

ウェルカム川崎区
事業 

●「川崎区ガイドマップ」
の改訂 

●「川崎区ガイドマップ」
の改訂 

事業推進 

町内会・自治会活動
支援事業 

●町内会・自治会掲示板
の補修に対する助成 

●町内会・自治会掲示板
の補修に対する助成 

●モデル事業としての 
期間終了のため、事業終
了予定 

地域コミュニティの活
性化を図るため、町内
会・自治会が地域住
民へ情報の発信等に
活用している掲示板の
補修整備を促進しま
す。 

区民や地域住民に気
軽に音楽を楽しんでも
らうため、「かわさき区
ビオラコンサート」を実
施し、区のイメージアッ
プを図り、「音楽のま
ち・かわさき」を推進し
ます。 

区政情報を広く発信す
るため、市政だより区
版の作成や生活情報
紙、外国人市民向けメ
ールマガジン等を活用
した広報を展開しま
す。 

「川崎区まちづくりクラ
ブ」への支援を通し
て、区民による自発的
な地域活動を推進しま
す。 

区内３か所（教育文化
会館・大師支所・田島
支所）にある市民活動
コーナーを運営すると
ともに、市民活動団体
向け研修会や利用者
会議を開催し、活動を
支援します。 

地域のバス路線図や
避難所など生活情報
のほか、地域資源の
情報を掲載した「川崎
区マップ」を作成し区
内転入者や来訪者な
どに配布します。 



川崎区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

川崎区つくろうよ
コンサート事業 

●地域の方が気軽に参加
でき、世代間交流のでき
る吹奏楽コンサートの実
施（H28.2 実施） 

●地域の方が気軽に参加
でき、世代間交流のでき
る吹奏楽コンサートの実
施（H29.2 実施予定） 

事業推進 

区のイメージアップに向けた環境まちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○区の花・区の木推
進事業 

●区の花「ひまわり」「ビ
オラ」の植栽及び配布 

●区の木「銀杏」を活用
したイベント等の実施 

●区の花・区の木ロゴマ
ークの広報誌等への使用
の推進 

●区の花「ひまわり」「ビ
オラ」の植栽及び配布 

●区の木「銀杏」を活用
したイベント等の実施 

●大師地区に区の木「長
十郎梨」ゆかりの地づく
りの推進 

●区の花・区の木ロゴマ
ークの広報誌等への使用
の推進 

事業推進 

○川崎区ミツバチ
プロジェクト支援
事業 

●花いっぱい運動の推進
（蜜源の確保と地域緑化
の推進） 

●花いっぱい運動の推進 

●地域緑化の推進に向け
た養蜂支援 

事業推進 

○公園における新
たなコミュニティ
創出及び活性化事
業 

●官学連携による現況調
査と分析 

●公園利用の活性化に向
けた取組の推進 

事業推進 

○川崎駅周辺落書
き対策事業 

●落書き消し及び防止塗
装（府中街道ＪＲ東海道
線アンダーパス部）の実
施 

●落書き消し及び防止塗
装の実施 

事業推進 

県立川崎高校の養蜂
を地域緑化推進の視
点から支援し、区のイ
メージアップと魅力の
向上を図ります。 

川崎駅周辺では壁面
などへの落書きが景
観を損ねていることか
ら、容易に落書きを消
せる塗装を行い、落書
きをすぐに消去し、美
観の向上、環境改善
を図ります。 

「区の花」「区の木」の
種子・苗を配布するな
ど普及を図り、区のイ
メージアップ、地域緑
化を推進します。 

公園における少子高
齢社会に対応した新た
なコミュニティの創出と
活性化を図ります。 

様々な世代・立場の市
民が出会い、つながる
きっかけをつくる機会
として、音楽をツール
とし、地域にある身近
な場で誰もが気軽に
参加できる吹奏楽コン
サートを開催します。 



川崎区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○臨海部環境改善
事業 

●道路清掃の実施 

●駐車防止のための社会
実験の実施 

●不法投棄・ポイ捨て防
止看板の作成・設置 

●キングスカイフロント
周辺及び東扇島地区にお
ける道路環境向上に向け
た取組の推進 

●東扇島におけるごみの
不法投棄・ポイ捨て防止
対策に向けた取組の推進 

事業推進 

川崎区エコプロジ
ェクト事業 

●公共施設に新設する緑
のカーテン設置サポート
事業の実施 

●植栽活動による公共施
設の緑化の推進 

●地球環境問題啓発ポス
ターコンクールの実施 

●公共施設に新設する緑
のカーテン設置サポート
事業の実施 

●植栽活動による公共施
設の緑化の推進 

●地球環境問題啓発ポス
ターコンクールの実施 

事業推進 

グリーンアップた
じま事業 

●支所南側緑地整備 

●整備敷地の愛称募集 

●オープニングイベント
の開催 

●ガーデニング講座 

●通学路に面した家や店
の玄関先のプランターで
草花を育て、朝夕の小学
生等の登下校時にあわせ
水やりを行いながら、地
域住民による見守り活動
を実施 

●ガーデニング講座 

●通学路に面した家や店
の玄関先のプランターで
草花育成による見守り活
動の実施エリアの拡大 

事業推進 

高齢者等が安心して、生き生きと暮らせるまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○地域の縁側活動
推進事業 

●縁側体験イベントの実
施 

●縁側連絡会の実施 

●新規団体立上げ支援の
実施 

●縁側体験イベントの実
施 

●縁側活動紹介リーフレ
ットの作成 

●縁側連絡会の実施 

●新規団体立上げ支援の
実施 

●縁側活動の広報・啓発
活動の実施 

事業推進 

○介護予防支援事
業 

●健康づくりサポーター
の養成と自立への支援 

●健康づくりのためのウ
ォーキングガイドブック
の作成 

●身近な交流の場に関す
る実態把握と新たな居場
所づくり 

●健診やがん検診の受診
率向上に向けた広報や講
座の実施 

●健康づくりサポーター
との協働による介護予防
や健康づくりに向けた取
組の推進 

●ウォーキングガイドブ
ックを活用した取組の推
進 

●「川崎区シニアのため
のおでかけ情報」の作成 

●健診やがん検診の受診
率向上に向けた広報や講
座の実施 

●「川崎区シニアのため
のおでかけ情報」の改訂 

事業推進 

臨海部におけるごみ
の不法投棄・ポイ捨て
防止対策を実施し、道
路環境の改善・向上を
図ります。 

誰もが気軽に立ち寄る
ことのできる地域の憩
いの場「地域の縁側」
活動を推進します。 

「すべての人が自分ら
しく、こころ豊かに生き
生きと生活でき、支え
あいみんなとすこやか
に過ごせること」をめ
ざして、区民が楽しみ
ながら健康づくりがで
きる活動を進めます。 

公共施設における草
花の植栽や緑のカー
テンの設置など、区民
の地球環境問題に対
する意識の向上を図
り、ＣＯ２削減にもつな
がる地域緑化を推進
します。 

田島支所敷地を活用
して、地域の大人から
子どもまでが緑に触れ
合える緑化推進拠点
とし、ガーデニング講
座などのイベントを実
施するなど、地域の緑
化推進と環境意識の
向上を図ります。 



川崎区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○地域包括ケアネ
ットワーク支援事
業 

●区独自パンフレットの
作成及び広報の実施 

●生活情報誌を活用した
広報の実施 

●区独自パンフレットの
作成及び広報の実施 

●生活情報誌を活用した
広報の実施 

●さまざまな手法を活用
した広報の実施 

事業推進 

障害者の地域での
暮らし応援事業 

●地域交流会の開催 ●地域交流会の開催 地域の精神障害者支援団
体の協働による開催に移
行するため、事業廃止予
定（Ｈ30以降） 

地域の保健福祉情
報発信事業 

●「まいぷれ川崎」内ホ
ームページ「ぽかぽか通
信」による情報発信の実
施 

●ポスター・チラシの作
成（年４回）実施 

●「まいぷれ川崎」内ホ
ームページ「ぽかぽか通
信」による情報発信の実
施 

●ポスター・チラシの作
成（年４回）実施 

事業推進 

地域における子ども・子育て支援の推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○こども総合支援
ネットワーク環境
整備事業 

●地域における子育てに
関する課題解決に向け
た、区内の子どもに関す
る支援機関、施設及び地
域の市民活動団体との連
携、協働体制によるこど
も総合支援ネットワーク
環境整備事業の実施 
（H26 全体会：2回） 

●地域における子育てに
関する課題解決に向け
た、区内の子どもに関す
る支援機関、施設及び地
域の市民活動団体との連
携、協働体制によるこど
も総合支援ネットワーク
環境整備事業の実施 
（全体会：2回以上） 

●ネットワーク強化によ
る連携・協働の推進 

●子育て関連機関の連
携・協働による地域子育
て支援の実施 

事業推進 

高齢者とその家族の
身近な相談窓口であ
る区内の地域包括支
援センターのパンフレ
ット等を作成するな
ど、さまざまな啓発活
動を実施します。 

子育て支援の関係機
関や施設、団体などの
ネットワークの強化を
図ることにより、地域
における子育て支援を
効果的に行います。 

精神障害者が安心し
て暮らせるまちづくりを
めざし、区内の関係機
関のネットワークを強
化し、精神障害者が集
い、地域の社会資源
について情報交換を
行なえる場の提供を
目的として地域交流会
を開催します。 

地域の身近な保健、
福祉、医療などの情報
を速やかに、かつ的確
に届けるため、地域ポ
ータルサイト「まいぷ
れ川崎」内にホームペ
ージを開設するととも
に、情報を掲載したポ
スター・チラシの作成
や市バスでの広報に
より幅広く発信しま
す。  



川崎区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○川崎区こども情
報発信事業 

●川崎区子育てガイド
「さんぽみち」改訂版の
発行 

●「地域子育て支援セン
ターのご案内」の発行 

●育児ヒント集「川崎区
子育てほっとブック」の
発行 

●ホームページ及びその
他の情報手段（ＳＮＳ）
による子育て情報の発信 

●子育て情報コーナーの
運営 

●川崎区子育てガイド
「さんぽみち」外国語版
の発行 

●「地域子育て支援セン
ターのご案内」の発行 

●育児ヒント集「川崎区
子育てほっとブック」の
発行 

●ホームページ及びその
他の情報手段（ＳＮＳ）
による子育て情報の効果
的な発信 

●子育て情報コーナーの
運営 

●外国語子育て情報の充
実 

●川崎区子育てガイド
「さんぽみち」の増刷 

●ホームページ及びその
他の情報手段（ＳＮＳ）
による子育て情報の効果
的な発信による認知度、
利用度の向上 

事業推進 

○保育所等を活用
した子育て支援事
業 

●子育て支援講座等の実
施 

●保育所や地域子育て支
援センターなどの関係機
関職員向けの研修の実施 

●子育て支援講座等の実
施 

●保育所や地域子育て支
援センターなどの関係機
関職員向けの研修の実施 

●民間保育所等との協働
連携体制の推進 

事業推進 

○男性の育児参加
促進事業 

●「パパもいっしょに！
ジョイフルサタデー」の
実施 

●父親の育児講座の実施 

●ファミリー講座の実施 

●「パパもいっしょに！
ジョイフルサタデー」の
実施 

●父親の育児講座の実施 

●世代間交流を図るため
のファミリー講座の実施 

●支援の担い手の拡充に
向けた民間保育所等との
連携 

事業推進 

○川崎区思春期問
題対策事業 

●「こどもサポート旭町」
の運営（H26：週 3回） 

●不登校児等の保護者の
会の実施 

●個別支援検討会議の実
施 

●「こどもサポート旭町」
の利用状況等を勘案しな
がら事業を実施（週 4 回
以上） 

●不登校児等の保護者の
会の実施 

●個別支援検討会議の実
施 

●「こどもサポート旭町」
の利用状況等を踏まえ関
係部局間と連携した事業
の実施 

事業推進 

かわさき区子育て
フェスタ事業 

●かわさき区子育てフェ
スタ事業の実施 
（H27.9 実施） 

●かわさき区子育てフェ
スタ事業の実施 
（H28.9 実施予定） 

事業推進 

子育て中の保護者向
けに、子育て情報誌の
発行、ホームページ等
による情報発信、区役
所での情報コーナー
の設置をするなど、子
育て支援や相談窓口
の情報を発信します。 

保育園等を活用した
離乳食講座・親子でラ
ンチ・子育て支援者の
ための講座などを開
催し、子育て支援を行
います。 

男性の育児参加促進
を図るために父親講
座、イベント等を実施
し、男女が共に担う育
児の実現をめざしま
す。 

「こどもサポート旭町」
の運営、不登校児等
保護者の会開催など
により、不登校や引き
こもりの子どもに適し
た社会参加を促し、保
護者などへの支援を
行います。

「かわさき区子育てフ
ェスタ」の開催を通じ
て、子育て関係機関と
関連グループとの連
携と活動の活性化を
図ると同時に、区民へ
の地域の子育て情報
などの周知、啓発を図
ります。 



川崎区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

通訳及び翻訳バン
ク事業 

●通訳及び翻訳バンク事
業の実施 

●通訳及び翻訳バンク事
業の実施 

事業推進 

発達に課題のある
未就学児への支援
事業 

●発達に課題のある未就
学児への支援事業の実施 

●発達に課題のある未就
学児への支援事業の実施 

事業推進 

川崎区こども相談
事業 

●こども相談の実施 

●こども相談事業の周
知・広報の実施 

●こども相談のための環
境整備 

●こども相談、家庭訪問

の実施 

●こども相談事業の周
知・広報の実施 

●各相談支援機関と連携
した事業の実施 

事業推進 

安全・安心なまちづくりに向けた地域防災力の向上 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○地域防災力向上
事業 

●自主防災組織活動の支
援 

●避難所開設訓練の支援 
（H26：9か所） 

●外国人市民を対象とし
た防災訓練等の実施 

●津波避難訓練の実施 
（H27.11 実施） 

●隣接区（幸区・鶴見区）
との連携（H27 協定締結） 

●コンビナート安全対策
の周知 

●自主防災組織活動の支
援 

●避難所開設訓練の支援 
（9か所以上） 

●外国人市民を対象とし
た防災訓練等の実施 

●津波避難訓練の実施 
（H28.11 実施予定） 

 ●隣接区（幸区・鶴見区）
との協定締結を踏まえた
合同訓練の実施 

●コンビナート安全対策
の周知(出前講座) 

事業推進 

津波に関する基本的
知識や避難方法を普
及啓発するとともに、
避難所開設訓練を実
施するなど、自主防災
組織を中心とする地域
の共助（互助）による
避難所体制の充実・
強化を推進します。ま
た、外国人市民の防
災意識の向上をめざ
し、支援します。 

日本語の読み書きが
不慣れな子どもと保護
者を支援するため、子
育て関係機関や窓口
において通訳や翻訳
の必要が生じた時に、
通訳や翻訳の協力を
得ることにより、これら
の子どもや保護者が
孤立することを防止し
ます。 

就学前の発達に課題
を抱える児童の保護
者を対象にした学習
会を開催し、子育てに
おける問題を解決して
いけるように支援しま
す。 

学童期児童の相談に
ついて関係機関や支
援機関と連携し、相談
体制の強化を図りま
す。 



川崎区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○川崎区危機管理
対策事業 

●川崎区地域防災計画の
修正 

●川崎区危機管理地域協
議会の開催（H26：7回） 

●災害対策用備品の整備 

●区職員向けの訓練・研
修の実施（H26：3回） 

●川崎区地域防災計画の
修正 

●川崎区危機管理地域協
議会の開催（7回以上） 

●災害対策用備品の整備 

●区職員向けの訓練・研
修の実施（5回以上） 

●庁舎内書棚等の転倒防
止対策の実施 

事業推進 

局と連携した取組 取組内容 

臨 海 部 に お け る 防

災・減災対策の推進 

事業所数 2,300、就業人口 60,000 人を有する臨海部の防災・減災対策として、津波避難訓練、津
波避難施設の追加指定、石油コンビナート等安全対策講座、臨海部防災対策の普及啓発の広報等
を進めます。 

臨海部・津波防災対策

事業（総務局）

臨海部防災対策計画に基づき、臨海部に立地する事業所、市民、
関係機関等と連携し、津波対策やコンビナート災害対策を実施す
るなど、臨海部における防災・減災対策を推進します。 

帰宅困難者対策の推

進 

大災害の発災時には川崎駅前及び臨海部で相当数の帰宅困難者の発生が予測されているため、立
地事業所や関係機関と連携し、帰宅困難対策訓練、帰宅困難者一時滞在施設の指定、備蓄物資の
整備、情報伝達手段の検討など、帰宅困難者対策を進めます。 

帰宅困難者対策推進事

業（総務局） 

帰宅困難者の滞留が想定される市内主要駅周辺や臨海部におい
て、一時滞在施設の確保や備蓄の整備を行うとともに、関係機関
と連携した帰宅困難者対策を進めます。また、帰宅困難者の発生
抑制に向けた周知啓発を行います。 

交通安全と自転車対策の推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○自転車マナーア
ップ事業 

●スケアードストレート
方式の交通安全教室の実
施（H26：3回） 

●交通安全子ども自転車
大会の開催（H26：1回） 

●高齢者を対象とする自
転車教室の開催 

●警察等の関係機関・区
民等と連携したキャンペ
ーンの展開及びリーフレ
ット配布などの啓発活動
の実施 

●スケアードストレート
方式の交通安全教室の実
施（3回以上） 

●多くの世代を対象とす
る交通安全自転車大会・
教室等の開催（大会：1
回以上） 

●警察等の関係機関・区
民等と連携したキャンペ
ーンの展開及びリーフレ
ット配布などの啓発活動
の実施 

事業推進 

○川崎区新入学児
童「交通安全絵のコ
ンクール」事業 

●コンクールへの参加に
よる児童・保護者等の交
通安全意識の高揚 

●交通事業者等と連携
し、応募作品の展示範囲
の拡大・期間延長による
啓発活動の展開 

●入選作品をメインデザ
インとした広報物の作
成・配布など、継続的な
啓発活動への活用 

●コンクールへの参加に
よる児童・保護者等の交
通安全意識の高揚 

●交通事業者等との連携
による応募作品の展示 

●入選作品をメインデザ
インとした広報物の作
成・配布など、継続的な
啓発活動への活用 

事業推進 

区災害本部体制を充
実、強化するため、区
職員の防災意識、災
害対応力の向上を図
るとともに、区民、事業
者、行政が連携し、災
害に強いまちづくりを
推進します。 

自転車利用者への交
通ルールの遵守、マナ
ー向上と、交通事故防
止に向けて、各種キャ
ンペーンや交通安全
教室などを実施しま
す。 

新入学児童を対象に、
交通安全に関する絵
を描いてもらうことで、
交通安全に対する意
識づけを行うとともに、
コンクールを通じて、
地域、家庭、学校が一
体になり子どもを交通
事故から守るという意
識の向上を図ります。 



川崎区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○川崎区放置自転
車対策事業 

●放置自転車対策の広
報・啓発キャンペーン活
動の実施 

●放置自転車対策の一環
として小学生絵画を活用
した路面表示の検討、試
行実施 

●川崎駅東口周辺地区総
合自転車対策第２期実施
計画に基づく事業の実施 

●放置自転車対策の広
報・啓発キャンペーン活
動の実施 

●放置自転車対策の一環
として小学生絵画を活用
した路面表示の試行実施 

●川崎駅東口周辺地区総
合自転車対策第２期実施
計画に基づく事業の実施 

事業推進 

安全・安心まちづく
り推進事業 

●安全・安心まちづくり
推進協議会を中心とした
地域団体等によるパトロ
ールの実施 

●青色回転灯装着車両を
活用した「川崎区こども
安全の日」における見守
り活動の実施 

●町内会等を対象とした
防犯教室開催などの啓発
活動の実施 

●教育委員会・警察から
の不審者情報等に基づく
青色回転灯装着車両によ
るパトロールの実施 

●警察等の関係機関・区
民等と連携したキャンペ
ーンの展開及びリーフレ
ット配布などの啓発活動
の実施 

●安全・安心まちづくり
推進協議会を中心とした
地域団体等によるパトロ
ールの実施 

●青色回転灯装着車両を
活用した「川崎区こども
安全の日」における見守
り活動の実施 

●町内会等を対象とした
防犯教室開催などの啓発
活動の実施 

●教育委員会・警察から
の不審者情報等に基づく
青色回転灯装着車両によ
るパトロールの実施 

●警察等の関係機関・区
民等と連携したキャンペ
ーンの展開及びリーフレ
ット配布などの啓発活動
の実施 

事業推進 

区役所サービス向上事業 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

区民サービス向上
事業 

●接遇研修をはじめとす
る各種研修の開催 

●「区役所サービス向上
指針」に基づく「区役所
サービス基準」の遵守及
び「区役所サービス向上
目標」の取組 

●庁舎環境の整備などサ
ービス向上に資する取組 

●接遇研修をはじめとす
る各種研修の開催 

●「区役所サービス向上
指針」に基づく「区役所
サービス基準」の遵守及
び「区役所サービス向上
目標」の取組 

●庁舎環境の整備などサ
ービス向上に資する取組 

事業推進 

放置自転車の減少と
駐輪場の利用促進の
ための啓発活動など
を行います。 

地域の身近な防犯対
策として、区民、警察、
関係機関・団体と連携
したパトロールを実施
します。また、区民の
防犯・防火・交通安全
に関する意識の向上
を促すため、リーフレ
ットの配布、各種キャ
ンペーンなど、効果的
な啓発活動を行いま
す。 

市民と市との協働の前
提となる信頼関係の構
築に向けて、便利で快
適な区役所サービスを
区民に提供するため、
職員の育成や区役所
庁舎の環境整備に取
り組みます。 



川崎区 

地域課題対応その他事業 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

いきいきかわさき
区提案事業 

●区民提案による地域課
題解決に向けた取組を提
案団体と協働で実施 

●区民提案による地域課
題解決に向けた取組を提
案団体と協働で実施 

事業推進 

区の新たな課題即応事業 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

区の新たな課題即
応事業 

●新たに生じた課題への
対応及び解決に向けた取
組の推進 

●新たに生じた課題への
対応及び解決に向けた取
組の推進 

事業推進 

地域課題に関係した
募集テーマを設定し、
市民団体から事業提
案を募集します。提案
を受けた事業は審査を
行い、実施を決定した
事業について提案団
体と協働で課題解決に
取り組みます。 

新たに生じた課題に、
適切かつ迅速に対応
し、解決に向けた取組
を推進します。 


